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相談は無料で秘密は厳守します。気軽にどうぞ。
市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。相談業務の案内

相　　　談 日　時 場所／問合先

○弁護士相談（事前に要予約 )

（弁護士が法的な見解等を助
言 )

8月 10日（金）、24日（金）
9月 14日（金）、28日（金）
10時～ 12時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

9 月 20日（木）
10時～ 12時

大平隣保館 2階相談室 /☎(43)6611
0120-46-7830

8 月 20日（月）
10時～ 12時

藤岡公民館 1 階 研修室 /
藤岡市民生活課☎ (62)0905

8 月 28日（火）
10時～ 12時

都賀総合支所 別館 2階 会議室 /
都賀市民生活課☎ (29)1124

9 月 25日（火）
10時～ 12時

西方総合支所 1 階 会議室 /
西方市民生活課☎ (92)0308

8 月 16日（木）
10時～ 12時

岩舟総合支所 1 階 相談室 /
岩舟市民生活課☎ (55)7763

○法律相談 ( 事前に要予約 )
※栃木市社会福祉協議会主催

8月 7日 ( 火 )、21日（火）
9時～ 12時

大平地域福祉センター ふるさとふれ
あい館 /社会福祉協議会大平支所
☎ (43)0294

〇宅地建物相談 (事前に要予約)
( 土地・建物の売買や賃貸借、
所有と管理に関する相談 )

8月 17日（金）
10時～ 12時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

○市民相談
(日常生活の問題など )

月～金曜日
9時～ 17時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

○消費生活相談 ( 商品やサー
ビスなど消費生活全般の相談 )

月～金曜日
9時～ 16時

入舟庁舎 /消費生活センター
　          ☎ (23)8899 FAX (23)8820

○合同相談
(行政相談・人権相談 )

　※移動県民相談も同時開設

8月 14日（火）、28日（火）
10時～ 12時

本庁舎 2 階 市民相談室 /
市民生活課☎ (21)2122

※ 9月 20日（木）
10時～ 12時

大平総合支所 1 階 相談室 /
大平市民生活課☎ (43)9211

8 月 8日（水）
10時～ 12時

藤岡公民館 1 階 研修室 /
藤岡市民生活課☎ (62)0905

8 月 28日（火）
10時～ 12時

都賀総合支所 別館 2階 大会議室 /
都賀市民生活課☎ (29)1124

9 月 25日（火）
13時 30分～15時 30分

西方総合支所 1 階 会議室 /
西方市民生活課☎ (92)0308

※ 8月 16日（木）
13時 30分～15時 30分

岩舟総合支所 1 階 相談室 /
岩舟市民生活課☎ (55)7763

○人権相談 月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

大平隣保館☎ (43)6611
0120-46-7830

厚生センター☎ (24)2444
人権・男女共同参画課☎ (21)2161

○いじめ相談電話
月～金曜日 9時～ 17時
※土 ･ 日 ･ 祝日 ･ 時間外
は留守番電話 ･FAX

本庁舎 /
青少年育成センター☎ (24)0667
FAX (21)2690

○青少年相談
(非行問題・不登校など )

月～金曜日
9時～ 17時

本庁舎 /青少年育成センター
☎ (23)6566　FAX (21)2690

○家庭児童相談 (0 ～ 17 歳の
子どもとその家族 )

月～金曜日
9時～ 16時

本庁舎 / 家庭児童相談室 ( 子育て支
援課内 )　☎ (21)2227

○ドメスティック・バイオレン
ス相談 (配偶者等からの暴力 )

月～金曜日
9時～ 16時

本庁舎 /
子育て支援課☎ (21)2229

○障がい児者相談
(福祉サービスの利用・障がい
を理由とする差別・合理的配
慮及び虐待防止に関する相談 )

月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

本庁舎 /
障がい児者相談支援センター (障がい
福祉課内 ) ☎ (21)2235、(21)2236、
(21)2208 FAX (21)2682

○就労支援相談(事前に要予約)

(40 歳未満の就労相談 )

第1・3月曜日13時～21時
第1・3土曜日17時～21時
( ※祝日を除く )

栃木勤労青少年ホーム☎ (22)3113

第2・4月曜日13時～21時
第1・3土曜日13時～16時
( ※祝日を除く )

大平勤労青少年ホーム☎ (43)5191

    

旅
行
の
手
配
で
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
わ
な
い
た
め
に

　
　
　
『
バ
レ
な
け
れ
ば
や
っ
て
も
い
い
？
見
つ
か
っ
て
も
買
い
取

れ
ば
い
い
？
ち
が
う
よ
ね
。
お
店
の
人
は
、売
上
金
で
生
活
し
た
り
、

従
業
員
に
給
料
を
払
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
万
引
き
す
る
人
が
い
る

と
、
そ
の
売
上
金
が
減
っ
て
し
ま
う
。
品
物
を
作
っ
た
人
も
悲
し
み

ま
す
。遊
び
感
覚
で
万
引
き
し
な
い
で
。強
い
心
を
持
っ
て
下
さ
い
。

万
引
き
は
窃
盗
と
い
う
犯
罪
で
す
（
刑
法
第
２
３
５
条
）。』【
栃
木

県
警
察:

社
会
の
ル
ー
ル
を
守
ろ
う
！
】

　
「
お
金
が
な
い
」「
が
ま
ん
で
き
な
い
」「
友
達
関
係
を
こ
わ
し
た

く
な
い
」「
悪
い
と
思
わ
な
い
」「
寂
し
さ
を
紛
ら
し
た
い
」
な
ど
の

心
理
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
が
万
引
き
に
手
を
染
め
た
り
、
繰
り
返
し

た
り
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
い
よ
い
よ
夏
休
み
。
学
校
か

ら
離
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
家
庭
や
地
域
に
お
い
て
こ
の
時
期
な
ら

で
は
の
貴
重
な
体
験
を
た
く
さ
ん
積
ん
で
く
れ
る
こ
と
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
や
や
も
す
る
と
子
ど
も
た
ち
の
気
も
ゆ
る
み
が
ち
に

な
り
、
様
々
な
誘
惑
に
負
け
や
す
い
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。

　
栃
木
県
警
察
の
本
県
に
お
け
る
万
引
き
に
関
す
る
統
計
（
平
成
28

年
中
）
に
よ
る
と
、小
学
生
（
男
10
人・女
１
人
）、中
学
生
（
男
33
人・

女
４
人
）、
高
校
生
（
男
58
人
・
女
10
人
）
が
検
挙
・
補
導
さ
れ
て

い
ま
す
。
検
挙
・
補
導
さ
れ
た
少
年
の
人
数
は
減
少
傾
向
で
も
、
万

引
き
の
占
め
る
割
合
は
上
昇
傾
向
に
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。

　
万
引
き
を
他
人
事
と
考
え
ず
、
日
頃
か
ら
子
ど
も
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
大
切
に
し
、
家
庭
に
安
ら
ぎ
を
感
じ
さ
せ
な
が
ら
誘

惑
に
負
け
な
い
強
い
心
を
育
て
ま
し
ょ
う
。
子
ど
も
た
ち
が
笑
顔
で

堂
々
と
胸
を
張
っ
て
過
ご
す
人
生
を
送
ら
せ
て
あ
げ
た
い
も
の
で

す
。  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
涯
学
習
課　
☎

（21）
２
４
９
０

　

徐
々
に
暑
さ
も
増
し
、
夏
の
長
期
休
暇
の
旅
行
計
画
を
た
て
て
い
る

方
も
多
い
事
で
し
ょ
う
。
一
方
で
、
旅
行
契
約
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が

少
な
か
ら
ず
発
生
し
て
い
ま
す
。
昨
年
も
国
内
の
「
格
安
旅
行
会
社
」

が
倒
産
し
、
多
く
の
消
費
者
が
被
害
に
遭
い
ま
し
た
。

　

万
が
一
旅
行
会
社
が
倒
産
し
た
時
に
、
前
払
い
し
た
消
費
者
を
保
護

す
る
た
め
、
保
証
金
制
度
の
適
用
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
の
は
、
旅
行
契
約
が
「
募
集
型
企
画
旅
行
（
パ
ッ
ケ
ー
ジ

ツ
ア
ー
）」
ま
た
は
「
受
注
型
企
画
旅
行
（
社
員
旅
行
、
修
学
旅
行
、
オ
ー
ダ
ー
メ
イ

ド
型
ツ
ア
ー
な
ど
）」
の
場
合
で
す
。
消
費
者
は
契
約
を
解
除
し
代
金
返
還
を
要
求
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
旅
行
予
約
の
ト
ラ
ブ
ル
に
注
意

　
旅
行
予
約
サ
イ
ト
で
は
い
つ
で
も
手
軽
に
予
約
が
で
き
ま
す
が
、
店
舗
と
違
い
担
当

者
か
ら
詳
細
な
説
明
を
受
け
ら
れ
な
い
た
め
、
思
っ
て
い
た
も
の
と
は
異
な
る
予
約
内

容
に
な
っ
て
い
た
り
、
思
い
が
け
な
く
高
額
な
解
約
料
を
請
求
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
次
の
点
を
確
認
し
、契
約
後
に
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
な
い
よ
う
、注
意
し
ま
し
ょ
う
。

予
約
す
る
際
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

 

□
サ
イ
ト
運
営
事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
、
住
所
（
国
内
・
海
外
）

 

□
旅
行
業
協
会
加
盟
の
有
無　
　
□
契
約
条
件
、予
約
内
容
（
日
程・部
屋
タ
イ
プ
等
）

 

□
支
払
代
金・内
訳
、支
払
方
法　
□
自
分
の
氏
名（
ス
ペ
リ
ン
グ
）、メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

 

□
内
容
変
更
・
キ
ャ
ン
セ
ル
等
の
払
戻
条
件
（
手
配
手
数
料
・
解
約
料
等
）

 

□
予
約
内
容
の
確
認
で
き
る
画
面
の
写
し
（
ス
ク
リ
ー
ン
シ
ョ
ッ
ト
）
を
保
管

予
約
確
認
メ
ー
ル
等
は
旅
行
が
終
わ
る
ま
で
保
存

　
契
約
後
に
送
付
さ
れ
る
予
約
確
認
メ
ー
ル
は
、
大
切
な
書
面
で
す
。
旅
行
サ
イ
ト
と

消
費
者
自
身
の
間
で
、
契
約
条
件
や
予
約
内
容
に
関
す
る
認
識
が
食
い
違
う
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、
旅
行
が
終
わ
る
ま
で
大
切
に
保
存
し
ま
し
ょ
う
。　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー　
（
入
舟
庁
舎
内
）
☎

（23）
８
８
９
９
／
FAX

（23）
８
８
２
０

万
引
き
は
絶
対
さ
せ
な
い
！

69

どこに設置したらいいの？
　１．寝室
　２．寝室のある階の階段部分
 寝室や階段部分への設置は義務です。「煙感知器」

タイプの報知器を設置しましょう。栃木市では、台所への設置は任意ですが、火
災の予防に「熱感知器」タイプの報知器を設置しましょう。
どこで購入したらいいの？
　近くのホームセンターや電気店などで購入できます（価格はメーカーや種類・
機能によって異なります）。
※訪問販売に注意　消防職員が訪問して販売することは一切ありません。
設置したらそのままでいいの？

　定期的な点検や交換などの維持管理が必要です。
定期的な作動確認
　点検ボタンを押すか、点検ひもを引っ張り、定期的に作動
確認をしましょう。
　「春秋の火災予防週間の時期」のように、時期を決めて行い
ましょう。
古くなったら交換
　火災警報以外の警報が鳴った場合は、本体の故障か電池切
れです。警報機本体または電池を
交換しましょう。　

10ねんたったらとりカエル。
　設置から10年以上経過している場合、本体内部が劣
化して、火災を感知しにくい場合ああります。本体の交換をお勧めします。

問合先　市消防本部予防課　☎ (22)００７２

　住宅用火災報知器の設置は「義務」
火災報知器で火事の被害を防ぎましょう ブロック塀・石塀は安全ですか？

　大阪府北部を震源とする地震において、ブロッ
ク塀・石塀の倒壊により人命にかかわる大きな事
故が発生しました。ブロック塀・石塀等の倒壊は、
歩行者の生命を脅かすだけでなく、災害救助活動
や消防活動の妨げとなります。既存のブロック
塀・石塀の倒壊を未然に防止するため、安全確認・安全対策をお願いします。
※塀等の基準の詳細は、市ホームページをご覧ください。

問合先　建築課　☎ (２１)２４４１

楽しくがんばる農家の皆さんへ　
直売所への出荷経費の補助を
　　　　　　　　はじめます
　農家の皆さんを応援するため、直売所への出荷
に要する経費の一部を補助する「直売所出荷農家
流通支援補助金」を始めます。

対 象　市内在住の方で、栃木市直売所連絡協議会に加入している直売所
                に農産物および加工品を出荷する方（工芸品等は除く）
補助金額　直売所における販売手数料相当額の５％
対象期間　４月１日～平成31年３月31日
申請方法　申請は、直売所が上半期分（４月～９月分）と下半期分（10月～
　　　　　３月分）の２回に分けて行います。詳しくは問合先へ。
交付時期　上半期分は10月頃、下半期分は４月頃に市から対象者に直接交付。

問合先　農業振興課　☎ (21)２３８３


